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平成１９年１月１９日
九 州 農 政 局

宮崎県における鳥インフルエンザ発生に伴う小売店舗における
鶏卵・鶏肉の不適切な表示に関する調査状況について

（１月１２日～１８日までの調査結果）

１月１１日夜に宮崎県下で高病原性鳥インフルエンザの疑われる事例が発生したとの公
表を受け、翌１２日から小売店舗の調査を開始し、「宮崎県産の鶏卵・鶏肉は扱っており
ません」などといった不適切な表示が見られた場合には、撤去・修正等を要請しておりま
す。
管内では不適切な表示９８件すべてが撤去・修正されており、小売店舗においては引き

続き冷静な対応となっています。
なお、前回（17日）公表以降、894店舗調査した結果,不適切な表示は31店舗（3.5%）と

なっており、前回までの5.6%から大幅に低下しています。
店舗によっては、九州農政局作成の鶏肉・鶏卵は安全である旨の「消費者の皆様へ」の

ＰＲチラシを掲示されているところも見受けられました。
(1月18日現在）

県 名 調査店 不適切 うち、撤去・修正 拒否した 対応中（本部と相
舗数 店舗数 等をした店舗数 店舗数 談中）等の店舗数

福 岡 ５２５ ２１ ２１ ０ ０
佐 賀 ２４１ ３ ３ ０ ０
長 崎 ２７０ ２ ２ ０ ０
熊 本 ３０３ １０ １０ ０ ０
大 分 ２２３ １３ １３ ０ ０
宮 崎 ３３９ ４３ ４３ ０ ０
鹿児島 １８６ ６ ６ ０ ０

合 計 ２，０８７ ９８ ９８ ０ ０
（％） (100.0%) (4.7%) (4.7%) (0%) (0%)

撤去・修正を要請した不適切な表示は、「当社は制限区域内の農場からの生鳥取引はあ
りませんのでご安心下さい」「発生農場から半径10km以内の鶏肉については取り扱ってい
ない」等の内容のものがありました。

鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウィルスが人に感染することは
世界的にも報告されていません。

問い合わせ先
九州農政局消費・安全部表示・規格課
担当：村上（4522）、樫本(4521)、佐藤(4524)
電話：０９６－３５３－３５６１（代表）

０９６－３５３－７５９５（直通）



消費者の皆様へ
ご安心ください。

店頭の鶏肉・鶏卵は安全です。

１ 鳥インフルエンザウィルスは、以下のような性質であることから、鶏肉や鶏卵を食べる

ことによって人が感染することは考えられません。

（１）酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられること

（２）人の細胞に入るための受容体は、鳥のものと異なること

（３）通常の加熱処理（全ての部分が７０℃に到達）で容易に死滅すること

２ 店頭で販売されている鶏肉・鶏卵は、安全のための措置が講じられています。

（１）鶏卵は、卵選別包装施設（ＧＰセンター）で、通常、次亜塩素酸ナトリウムなどの殺

菌剤で洗卵されています。

（２）鶏肉は、食鳥処理場で、通常、次亜塩素酸ナトリウムを含む冷水で洗浄されています。

３ これまで、鶏肉や鶏卵を食べることによって、鳥インフルエンザウィルスが人に感染す

ることは、世界的にも報告されていません。

４ 上記の内容は、詳しくは以下でご覧になれます。

【詳しくは以下の資料を参考にして下さい。】
○九州農政局ホームページ  http://www.kyushu.maff.go.jp/tori/tori_top.htm 
  （注：本チラシの内容も1月13日（土）に掲載済みです。）

○農林水産省ホームページ  http://www.maff.go.jp/tori/index.html
 
○鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方（食品安全委員会ホームページ）
 http://www.fsc.go.jp/osirase/tori_sankou_illust.pdf

○鳥インフルエンザについて（食品安全委員会のＱ＆Ａ）
 http://www.fsc.go.jp/sonota/tori1603.html 

○高病原性鳥インフルエンザのＱ＆Ａ（動物衛生研究所ホームページ）
 http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/poultry/toriinfluqa.html

○鳥インフルエンザに関する情報（厚生労働省ホームページ）
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html

担当 九州農政局消費・安全部 消費生活課 桑原、中田
    電 話 ０９６－３５３－７３６５
    ＦＡＸ ０９６－３５９－０７３５
    e-mail：shouhi@kyushu.maff.go.jp


